
 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県伊豆の国市都市整備部 都市計画課 

 

 

 

立地適正化計画（以下、本計画という。）は、全国的に進む

「人口減少」と「少子高齢化」の進展を背景に、今後も安

心できる健康で快適な生活環境の実現、財政面及び経済面に

おいて都市に振り向ける投資余力を維持するために創設され

た、都市再生特別措置法に基づく制度です。 

伊豆の国市では、将来の都市構造の具現化に向け、拡散し

た市街地の見直しを始め、安全で効率的な居住と経済活動の

場や公共交通の充実の実現、鉄道駅周辺区域の人口密度の維

持といったまちづくりの方針を「伊豆の国市立地適正化計

画」に位置付けました。計画策定後は、計画方針に基づく関

連施策を中・長期的に実施することで、集約型都市形成の構

築を図ります。 

 

 

 ■ 集約型都市形成のイメージ 

 

 

  

伊豆の国市立地適正化計画 届出の手引き 

平成 30年６月１日から都市再生特別措置法に基づく、「伊豆の国市立地適正化計画」に係る

事前届出制度が始まりました。 

１．立地適正化計画とは、 

令和７年３月改定 



 

 

 

 

2011年に策定済みの「伊豆の国市都市計画マスタープラン」の高度化版として、第２

次伊豆の国市総合計画や静岡県が定める都市計画区域マスタープランに即するとともに、医

療・福祉、商業、交通、防災など幅広い視点での検討が必要なため、各種関連計画との整合

を図り、将来の都市形成に係る方針を定めます。 

 

 ■ 様々な関係施策との連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、「伊豆の国市全域」を対象区域とします。 

 

 ■ 計画区域  

２．立地適正化計画と都市計画マスタープラン、各種関連計画との関係 

３．立地適正化計画の区域 

韮山反射炉 

狩野川 

伊豆箱根鉄道 

順天堂大学医学
部附属静岡病院 

計画区域 

 

立地適正化計画 

商業 

公共交通 

公共施設再編 

医療・福祉 学校・教育 

防災 

農業 

子育て 



 

 

 

 

本計画においては、市街化区域内に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を定め

るほか、居住誘導区域に含まない区域等を定めます。 

 

 

 ■ 区域設定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．居住誘導区域、都市機能誘導区域 

居住誘導区域や都市機能誘導区域は、都市再生法特別措置法第 81 条第２項の規定に基

づく、都市の居住者の居住を誘導すべき区域。居住誘導区域と都市機能誘導区域は、市街

化区域内に設定します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域や都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域（国の方針） 

⚫ 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺区域 

⚫ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、

都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

⚫ 都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

居住誘導区域に含まない区域 

（災害の危険性等現状の土地利用規制を再認識すべき区域） 

都市機能誘導区域 

居住調整地域※ 

都市計画区域（市域） 

市街化区域 

一部の住宅団地

や別荘地、集落 

市街化調整区域 

居住誘導区域 

※ 居住調整地域とは、立地適正化計画に記載された居住誘導区域に含まない区域のうち、住宅地

化を抑制するために定める地域地区です。居住調整地域の設定は任意事項となります。 



 

 

 

 

 

（１）届出制の目的 

届出は、都市再生特別措置法（以下、「法」という。）に基づき、立地適正化計画の

区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域以外における住宅地開発等

の動向を、市が把握するための制度です。（法第 88条第 1項） 

 

（２）届出の対象となる行為 

本計画の区域内（伊豆の国市全域）の居住誘導区域以外において、以下の行為のう

ち、届出が必要となる行為を行う場合には、これらの行為に着手する 30日前までに市

への届出が義務づけられています。（法第 88条第 1項、第 2項） 

 

①開発行為  

ア）３戸以上の住宅の建築目的の 

開発行為 

 

 

イ）１戸又は２戸の住宅の建築 

目的の都市計画法で定める 

開発行為で、その敷地規模が 

1,000 ㎡以上のもの 

 

 

②建築行為  

ウ）３戸以上の住宅を新築しよう 

とする場合 

 

 

エ）建築物を改築し、又は建築物の 

用途を変更して３戸以上の住宅と 

する場合 

 

  

５．居住誘導区域における事前届出について 

イ）の例 1） 1,300 ㎡ １戸の開発行為 

イ）の例 2） 800 ㎡ ２戸の開発行為 

ア）の例）３戸の開発行為 

ウ）エ）の例）１戸の建築行為 

ウ）エ）の例）３戸の建築行為 



 

 

（３）届出の対象とならない軽易な行為 

以下の行為については、届出の必要はありません。（法第 88条第 1項、法施行令第

27条、28条） 

①住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目

的で行う建築行為 

②①の住宅等の新築 

③建築物を改築し、又はその用途を変更して①の住宅棟とする行為 

④非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

⑤都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為 

 

（４）届出先 

伊豆の国市都市整備部 都市計画課 

〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡 184-2（別館２階） 

TEL 055-948-2909 

 

（５）届出書類の作成 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書

を添えて行います。 

 

 

①開発行為 ア）届出書（様式１） 

イ）添付書類 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の

公共施設を表示する図面：縮尺 2,500 分の１以上（例：位置図） 

・設計図：縮尺 1,000 分の１以上（例：土地利用計画図） 

・その他参考となる事項を記載した図書 

（例：付近見取図、計画敷地求積図：縮尺 1,000分の１以上） 

②建築行為 ウ）届出書（様式２） 

エ）添付書類 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面：縮尺 250 分の１以上

（例：配置図） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図  

縮尺 250 分の１以上 

・その他参考となる事項を記載した図書 

（例：付近見取図、求積図：縮尺 1,000分の１以上） 

③上記２つの

届出内容の

変更 

カ）届出書（様式３） 

キ）添付書類 

・上記の①及び②の他、新旧対照表（図） 

  



 

 

様式第１（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 1号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

 都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届出ます。 

 

        年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長 

 

 

                     届出者 住 所 

                         氏 名             ㊞ 

                         連絡先 

開 

発 

行 

為 

の 
概 

要 

（１）開発区域に含まれる地域の名称 伊豆の国市  

（２）開 発 区 域 の 面 積 ㎡  

（３）住 宅 等 の 用 途  

（４）工事の着手予定年月日   

（５）工事の完了予定年月日   

（６）その他必要な事項 

【区画数】 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

 

 

 

  



 

 

様式第２（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 2号関係） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して

住宅等とする行為の届出書 

 

 都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、 

  住 宅 等 の 新 築 

  建築物を改築して住宅等とする行為   について、下記により届出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

        年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長  

 

 

                      届出者 住 所 

                          氏 名            ㊞ 

連絡先 

１ 住宅等を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよう

とする建築物の存する土地の所在、地

番、地目及び面積 

所 在 伊豆の国市 

地 番  

地 目  

面 積 ㎡  

２ 新築しようとする住宅等又は改築

若しくは用途の変更後の住宅等の用

途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

【工事の着手予定年月日】 

【工事の完了予定年月日】 

【戸数】 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

 

  



 

 

様式第３（都市再生特別措置法施行規則第 38条第 1項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

  年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長  

 

 

届出者 住 所             

氏 名           ㊞ 

連絡先 

 

 

都市再生特別措置法第 88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届出

ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日          

 

２ 変更の内容 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日   

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日   

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

３ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

  



 

 

 

 

 

（１）届出制の目的 

届出は、法に基づき、立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載され

た３つの都市機能誘導区域（伊豆長岡駅周辺、田京駅周辺、温泉駅周辺）以外におけ

る誘導施設の整備の動向を、市が把握するための制度です。（法第 108条第 1項） 

  

（２）届出の対象となる行為 

都市機能誘導区域外において、以下の行為のうち、届出が必要となる行為を行う場

合には、これらの行為に着手する 30日前までに市への届出が義務づけられています。 

（法第 108条第 1項、第 2項） 

 

①開発行為 ア）誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

 

 

②建築行為 イ）誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

 

 

ウ）建築物を改築し、 誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

エ）建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６．都市機能誘導区域における事前届出について 

市街化調整区域 

市街化区域 

居住誘導区域 都市機能 
誘導区域 

 
商業施設 

届出不要 

居住誘導区域に
含まない区域 

届出必要 

 
商業施設 

 
商業施設 

届出必要 

 
商業施設 

届出必要 

立地適正化区域：都市計画区域（市域） 

 
商業施設 

届出必要 

 
商業施設 

届出必要 



 

 

 

 ■ 誘導施設（※１） 

番

号 
区分 誘導施設 

都市機能誘導区域（※２） 

根拠法、条例等 ａ．伊豆
長 岡 駅
周 辺 区
域 

ｂ . 田 京
駅 周 辺
区域 

ｃ . 温 泉
駅 周 辺
（ 順天堂
大学医学
部附属静
岡病院周
辺及び温
泉駅、市
役 所 周
辺）区域 

Ａ 
公共系 

機能 

市役所 

★ ★ ★ 
地方自治法、 

伊豆の国市役所の位置を

定める条例 

支所 

窓口サービス 

警察署、派出所、駐在所 ● ● ● 警察法 

Ｂ 
文化 

機能 

市民交流施設 
（総合会館、区民ホール等） ★ ★ ★ 

伊豆の国市韮山文化セン

ターの設置、管理及び使

用料に関する条例 

図書館 － ● － 図書館法 

公民館 ● ● ● 
社会教育法、 

伊豆の国市公民館条例 

Ｃ 
商業機能 

（買物） 

大規模商業施設 

（売場面積 1000 ㎡以上） 
● ● ● 

大規模小売店舗立地法施

行令 

（大規模小売店舗立地法

の届出対象施設） 

Ｄ 
商業機能 

（金融） 
銀行等（郵便局、信用金庫） ● ● ● 

銀行法、 

日本郵便株式会社法、 

信用金庫法 

Ｅ 
医療 

機能 
病院（※３） ● ● ● 医療法 

Ｆ 
保健・福

祉機能 

地域包括支援センター － ● － 介護保険法 

保健センター 

● ● ● 

伊豆の国市保健センター

の設置及び管理に関する

条例 

高齢者福祉施設 老人福祉法 

施設系介護施設（※４） 
介護保険法、 

老人福祉法、 

医療法 

訪問・通所施設 介護保険法 

●：誘導施設として設定する。施設数は規定しない。 

★：誘導施設として設定するが、３つの区域のいずれかで 1 か所設置する。（これら以外の場所とす

る場合には、別途改めて検討する） 

※１：誘導施設：市民の生活の豊かさや利便性の向上、まちのにぎわいを生み出す観点から、都市

機能誘導区域に立地を誘導する（既存施設の維持も含む）施設。 

※２：都市機能誘導区域：医療・福祉、子育て、商業等の都市機能を誘導し、多くの人が利用しや

すい場所となるよう、様々なサービスの充実を図る区域。 

※３：病院：医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設

を有するものを指す。 

 



 

 

 

※４：施設系介護施設：介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型

医療施設、介護医療院、介護保険特定施設、小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型共

同生活介護施設（グループホーム）を指す。 

 

（３）届出の対象とならない軽易な行為 

本計画に記載された誘導施設を有する仮設建築物の建築や用途変更、そのための開

発行為については、上記（２）に示す届出が必要ない場合があります。（同法第 108条

第１項第１号及び同法施行令第 33条に基づく行為） 

 

（４）届出先 

伊豆の国市都市整備部 都市計画課 

〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡 184-2 （別館２階） 

TEL 055-948-2909 

 

（５）届出書類の作成 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書

を添えて行います。 

 

①開発行為 ア）届出書（様式４） 

イ）添付書類 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の

公共施設を表示する図面：縮尺 2,500 分の１以上（例：位置図） 

・設計図 縮尺：1,000 分の１以上（例：土地利用計画図） 

・その他参考となる事項を記載した図書 

（例：付近見取図、計画敷地求積図：縮尺 1,000分の１以上） 

②建築行為 ウ）届出書（様式５） 

エ）添付書類 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面：縮尺 250 分の１以上

（例：配置図） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図：縮尺 250 分の１以上 

・その他参考となる事項を記載した図書 

（例：付近見取図、求積図：縮尺 1,000分の１以上） 

③上記２つの

届出内容の

変更 

カ）届出書（様式６） 

キ）添付書類 

・上記の①及び②の他、新旧対照表（図） 

  



 

 

様式第４（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 1号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

 都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届出ます。 

 

        年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長 

 

 

                     届出者 住 所 

                         氏 名             ㊞ 

                         連絡先 

開 

発 

行 

為 

の 
概 

要 

（１）開発区域に含まれる地域の名称 伊豆の国市  

（２）開 発 区 域 の 面 積 ㎡  

（３）建 築 物 の 用 途  

（４）工事の着手予定年月日   

（５）工事の完了予定年月日   

（６）その他必要な事項 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

 

 

 

 

  



 

 

様式第５（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 2号関係） 

 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはそ

の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 

 都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、 

  誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築 

  建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為  について、下記により届出ます。 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為  

 

        年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長  

 

 

                      届出者 住 所 

                          氏 名             ㊞ 

連絡先 

（１） 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をしよう

とする建築物の存する土地の所在、地

番、地目及び面積 

所 在 伊豆の国市 

地 番  

地 目  

面 積 ㎡  

（２） 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築物の用

途 

 

（３） 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

【工事の着手予定年月日】 

【工事の完了予定年月日】 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。  



 

 

様式第６（都市再生特別措置法施行規則第 55条第 1項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

  年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長  

 

 

届出者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先 

 

 

都市再生特別措置法第 108 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届

出ます。 

 

 

記 

 

（１）当初の届出年月日          

 

（２）変更の内容 

 

 

 

 

（３）変更部分に係る行為の着手予定日   

 

（４）変更部分に係る行為の完了予定日   

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

３ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

  



 

 

 

 

（１）届出の内容 

都市再生特別措置法の一部を改正する法律が平成 30年７月 15日に施行されたこと

により、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の状況を市が把握できるよう

届出制度が定められました。このため、法第 108条の２第 1項の規定に基づき、都市

機能誘導区域内において誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、行為に

着手する日の 30日前までに、市長への届出が必要となります。 

 

（２）対象となる区域 

都市機能誘導区域内（資料編Ｐ29～Ｐ32参照：青線で囲んだ区域） 

 

（３）対象となる施設 

誘導施設（資料編Ｐ19参照） 

 

（４）届出の期日 

行為に着手する日の 30日前まで 

 

（５）対象となる行為 

立地適正化計画に掲げる誘導施設を、休止、又は廃止しようとする場合。 

 

（６）届出先 

伊豆の国市都市整備部 都市計画課 

〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡 184-2 （別館２階） 

TEL 055-948-2909 

 

（７）届出書類の作成 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書

を添えて行います。（各 2部） 

 

・届出書（様式第７） 

・添付書類 

①位置図（縮尺 2,500 分の１以上） 

②その他参考となる事項を記載した図書 

③委任状（代理人に委任する場合） 

  

７．都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について 



 

 

様式第７（都市再生特別措置法施行規則第 55条の２関係） 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

  年  月  日 

（宛先） 伊豆の国市長  

 

 

届出者 住 所              

氏 名            ㊞ 

連絡先 

 

 

都市再生特別措置法第 108条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、

下記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地          

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日            年    月    日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間   

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

(1) 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築 

物の用途   

 (2) 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に 

  関する事項   

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

３ ４(2)欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は、存置のために必要な管理その他の事項について、当

該建築物を存置する予定がない場合は、当該建築物の除去の予定次期その他の事項について記載すること。 

 

 

 

  



 

 

 

■ 居住誘導区域及び都市機能誘導区域 全体図 

 

 

 

  



 

 

 

■ 居住誘導区域及び都市機能誘導区域図 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、居住誘導区域は、ハザードの指定状況の変化により適宜更新していきます。区域の詳細

については、伊豆の国市都市整備部都市計画課又は建設課の窓口で閲覧し、ご確認ください。 


